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平成 28年第４回玉城町議会臨時会会議録 

 

招集年月日  平成 28年 11月８日（火） 

招集の場所  玉城町議会本会議場 

開   議  平成 28年 11月８日（火）（午前９時 00分） 

出席議員   １番 中村 長男   ２番 山口 和宏   ３番 竹内 正毅 

        ４番 中西 友子   ５番 前川さおり   ６番 小林  豊  

  ７番 井上 容子   ８番 北川 雅紀   ９番 北   守  

 １０番 坪井 信義  １１番 中瀬 信之   １２番 風口  尚 

  １３番 奥川 直人    

地方自治法第 121条の規定により説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 辻村 修一  副 町 長 小林 一雄  教育長職務代理者 水谷 和弘 

会計管理者 前田 浩三  総合戦略課長 林  裕紀  総務課長 田間 宏紀  

税務住民課長 北岡  明  生活福祉課長 中村 元紀  産業振興課長 中世古憲司  

建設課長 東  博明  教育事務局長 中西  元  上下水道課長 中西  豊  

病院老健事務局長 田村  優  老健施設所長 藤川  健  総務課長補佐 里中 和樹      

職務のため出席した者の職・氏名 

議会事務局長 田畑 良和  同 書 記 宮本 尚美  同 書 記 田中 孝佳吉   

 

日 程 

第 １．会議録署名議員の指名 

第 ２．会期の決定について 

第 ３．議案第７３号  教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 

 

開議の宣告                                   

○議長（中瀬 信之）ただいまの出席議員数は、13名で定足数に達しております。    

  よって、平成 28年第４回玉城町議会臨時会を開会します。 

開会にあたり、町長から臨時会招集の挨拶があります。辻村修一君 

○町長（辻村 修一）平成 28 年第４回玉城町議会臨時会を開催いただきましてありがと

うございます。本日は現在不在となっております教育長の選任につきまして同意を賜り

たくお願いするものでございます。なにとぞよろしくお願い申し上げて挨拶といたしま

す。 

○議長（中瀬 信之）これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布の

とおりです。 

 会議録署名議員の指名 

○議長（中瀬 信之）日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
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本日の会議録署名議員は、会議規則第 127条の規定により議長において  

     ９番   北   守  君     10番  坪井 信義 君 

 の２名を指名します。 

 

 会期の決定 

○議長（中瀬 信之）次に、日程第２ 会期の決定を議題にします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は本日１日間としたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  「異議なし」と認めます。 

  したがって会期は、本日１日間とすることに決定しました。 

 

議案の上程・討論・採決 

これより、議案の審議に入ります。 

議案は人事案件ですので、総務課長 田間宏紀君は退席をお願いします。 

（総務課長 田間宏紀  退席） 

                            

○議長（中瀬 信之）日程第３ 議案第 73 号 教育委員会教育長の任命につき同意を求

めることについてを議題にします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。町長 辻村修一君 

○町長（辻村 修一）議案第 73 号 教育委員会教育長の任命につき同意を求めることに

ついて、提案理由を申し上げます。現在不在となっております教育長の後任につきまし

ては、その選任に当たりまして、あらゆる広い視野から慎重の上にも慎重を重ね検討し

てまいりました。熟慮いたしまして、玉城町原９５２番地 田間 宏紀（たま ひろき）

氏 ５６歳を選任したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定により議会の同意を求めるものでございます。田間氏の主な経歴につきましては、

昭和５７年４月１日に玉城町に奉職以来３４年にわたり、町職員とし、総務課長を始め、

病院老健チーム統轄、玉城病院・介護老人保健施設事務長、産業振興課長を歴任してま

いりました。  

また、教育委員会の勤務経験もあり、教育行政に対する理解と現状認識、豊かな識見

と取り組み姿勢は、学校教育及び生涯教育を指導する立場として、また玉城町の発展の

ためにも教育長を務める者として適任と考え、ここに選任同意をお願いするものでござ

います。よろしくご審議の上、議員各位全員のご賛同を賜りますようお願いを申し上げ、

提案理由の説明とさせていただきます。なお、ご同意いただきました後には、１１月９

日から就任をさせたいと考えておる次第であります。なお、補足説明は省略させていた

だきます。よろしくお願いを申し上げます。 
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○議長（中瀬 信之）提案理由の説明は終わりました。 

  これから、提案者に対し、質疑を行います。 

  発言を許します。13番 奥川直人君 

○13番（奥川 直人）先ほど、ご提案いただきましたように田間課長ですね、総務課長で

したんですが、今回、選任をされまして、教育長となるわけでありますが、そういうご

提案をいただいてますが、田間さんにあっては、先ほど町長言われたように視野も広い

だろうし、教育委員会の経験もあるということで、まあいいんじゃないかとこのように

思っておるんですが、現在、総務課長をしておられますんで、我々議員としましては、

教育長の選任、これについては大事なことだと思ってますけども、役場全体を見た場合

に総務課長が不在になるということになるのかなと、現実そうなるわけですけども、そ

ういった場合にこれから事業計画もありますし、総務課については防災とかいろんな形

の取り組みがあるんで、そのへんの対応をどのようにされるのか、全体、総合的含めて、

町長のご意見を聞きたいとこのよう思います。 

○議長（中瀬 信之）町長 辻村修一君 

○町長（辻村 修一）同意を賜りましたのちには、当然のことながら町行政に支障をきた

してはいけませんもんですから、簡潔人事異動を近く発令をしなければならんとこのよ

うに考えてます。そういったことでよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 ○議長（中瀬 信之）13番 奥川直人君 

○13番（奥川 直人）今日、決まり次第人事異動については検討するということなんです

が、早速進めていただきたいと思っていますけども、議会も間近に迫ってまして、そう

いった意味では、当然、町長お考えがあるのかどうか、具体的にはお聞きはしませんけ

ども、現在こういう形でやっていくという方向が示されて、すぐそういう組織づくりが

できるのか、このへんのお考えだけお聞きしておきたいと思います。 

○議長（中瀬 信之）町長 辻村修一君 

○町長（辻村 修一）先ほど答弁をさせていただきましたけど、町行政一分たりとも遅滞

させることはならんと、こんなふうに思ってます。したがって当然のことながら、これ

からいろんな平成 28 年度、あるいは新年度にかかるところの重要な時期を迎えており

ますから、遅滞なく関係する人事を考えたいとこんなふうに思っています。 

○議長（中瀬 信之）他にありませんか。 

（「議事進行」の声あり） 

  「質疑なし」と認めます。 

  これで、提案者に対する質疑を終わります。 

  暫時休憩します。 

（９時 07分 休憩）             

（休憩中 田間宏紀 教育長候補者 入室） 

  （９時 08分 再開）  
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○議長（中瀬 信之）再開します。 

次に、候補者に所信表明を求めます。候補者 田間宏紀君 

○教育長候補者（田間宏紀）辻村町長から玉城町教育委員会教育長に任命推挙をいただき

ました田間でございます。ただいま、議長より教育長の任命同意にあたりまして、所信

を求められましたので議会の貴重な時間をお借りいたしまして所信を表明させていた

だきます。 

  私は昭和 57 年４月玉城町に任用されまして、34 年７ヶ月の間、産業課、総務課、平

成２年から３年間教育委員会、その後、三重県派遣、世界祝祭博覧会、企画財政課、総

務政策推進、合併協議会事務局長、また、病院老健事務長、産業振興課長、そして 27

年４月より総務課長として業務にあたってまいりました。この行政経験を教育行政にも

生かしていきたいと考えており、また、これまで培われてきた玉城町の教育行政を引き

継ぎ、一層の充実推進を図っていく所存でございます。 

  現在の社会情勢は、小子化、高齢化の進展、社会や経済のグローバル化が進み、より

複雑で変化の激しい時代なり、特に教育分野におきましても、様々な課題があると思わ

れます。一つひとつ課題解決に向け着実に取り組みたく、そして、先生方はじめ学校現

場、保護者の皆様、社会教育、社会体育、各種関係団体皆様の声、意見にしっかり耳を

傾け対処していく所存でございます。 

  また、この対応等につきましては、行政、並びに各種団体、学校、そして地域の連携、

協力が最も重要でございますので、信頼関係の構築にも努めてまいりたいと思っており

ます。 

  特に学校分野におきましては、学校長はじめ現場の先生方と十分協議をし、調整、連

携を図り、学校教育方針にあります、知、徳、体のバランスのとれた「生きる力」を育

むために、「たまきっこ、学びの十か条」による自立した学習を推進し、更に学校、家

庭、地域の連携した取り組みによる多様な学校支援の充実を図るなど、よりよい学校教

育の実現を目指してまいりたいと思います。 

  玉城町では教育大綱、教育振興計画の位置づけを併せ持ち、今日の情勢や課題を踏ま

えて、この３月に５ヵ年の計画として「第５次玉城町総合計画後期基本計画」が策定さ

れたところであります。この後期基本計画では、「だれもが安心して、元気に暮らせる

まち、ふるさと玉城」を将来像として掲げ、教育分野でのまちづくりの目標、政策とい

たしまして、「ふるさとに誇りを持ち、住み続けられるまち」「次世代の人づくりにつな

がる教育のまち」また「環境と共生し、持続的に発展できるまち」「自然を守り、景観

と文化自然をいかすまち」としています。この実現に向けて、関係部局や関係機関・団

体と連携を図りながら、積極的に教育施策の推進に取り組んでまいりますが、教育部門

につきまして、まだまだ知識不足でありますので、皆様のご助力をいただいきながら勉

強を重ね、伝統ある玉城町の教育行政を引き継ぎ、国が進める教育改革など、新たな変
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化をも見極め、町長と歩調を合わせ、教育行政の責任者として、誠心誠意、全身全霊を

かけて、与えられた使命を果たしてまいりたく存じます。 

  議員の皆様におかれましても、今後ともご指導並びにご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げまして、私の所信とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中瀬 信之）所信表明は終わりました。 

これから、候補者に対する質疑を行います。 

  発言を許します。７番 井上容子君 

○７番（井上 容子）田間候補者に質問させていただきます。職務代理者様を教育長が任

命するということになっておりますが、今回はまた、新たに別の方を任命されるのか、

それとも水谷様をまた引き続き指名されるのかということが１点と、災害時におけます

対応につきまして、以前、石巻市の例ではございますけど、教育長が、当時の制度で教

育委員長が病欠でいらっしゃって、職務代理者が代行されていたということがございま

して、その時に各学校の状況の把握、迅速な意思決定、学校現場への指示などに一定の

否定的な影響を及ぼした可能性があるというふうに批判されているようなんでござい

ますが、職務代理者様との密な連携はとっていかれるおつもりはあるかどうか、その辺、

なにかあった場合に互いに迅速に対応できるかということもお答えください。 

○議長（中瀬 信之）暫時休憩します。 

                               （９時 14分 休憩） 

                               （９時 18分 再開）  

○議長（中瀬 信之）再開します。 

 候補者 田間宏紀君 

○候補者（田間 宏紀）ただいまのご質問でございますが、今日本日ご同意をいただきま

したら、明日任命と、明日の任期からということになりますので、明日就任いただきま

したら、教育委員さんみなさんとご協議をさせていただいて、職務代理者の方を私のほ

うから指名をさせていただきたいと思いますし、また、職務代理者との関係ということ

でございますが、先ほどお話がありましたとおり教育長の職務代理ということでござい

ますので、日々の中でも連携を十分に図った中で進めさせていただくように考えておる

ところでございます。 

○議長（中瀬 信之）他にありませんか。 

（「議事進行」の声あり） 

  「質疑なし」と認めます。 

  これで、候補者に対する質疑を終わります。 

  田間候補者の退出をお願いします。 

（田間候補者 退室） 

○議長（中瀬 信之）お諮りします。本案については、討論を省略したいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

  「異議なし」と認めます。 

  これから、議案第 73 号 教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 

を採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本件は、これに同意することに賛成の方は、起立願います。 

（起立全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第 73 号 教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについ

ては、同意することに決定しました。 

暫時休憩します。 

（９時 19分 休憩） 

（休憩中 田間候補者（総務課長）入室・挨拶） 

（９時 21分 再開） 

○議長（中瀬 信之）再開します。 

これをもって、本臨時会に付議されました案件の審査は終りました。 

  したがって、平成 28年第４回玉城町議会臨時会を閉会したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これで、平成 28年第４回玉城町議会臨時会を閉会します。 

 閉会にあたり、町長挨拶をお願いします。町長 辻村修一君 

○町長（辻村 修一）閉会にあたりお礼の挨拶を申し上げます。 

  ただいまは全員の皆様方のご同意を賜りまして、教育長の選任のご同意をいただきま

した。ありがとうございました。玉城町のこの歴史から、あるいはこれからの次代を担

う子ども達のことを一番重点施策として、議員の皆さん方にもご理解をいただきながら、

町政の中でも進めさせていただいとるわけでございます。今後とも格別のご指導ご支援

を賜りますようお願いを申し上げまして、お礼の挨拶とさせていただきます。ありがと

うございました。 

○議長（中瀬 信一）閉会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。 

  今回、新しい教育長の任命ということで全員の同意ということで決定をされました。

新しく任命されました新教育長 田間宏紀君におかれましては、これから玉城町教育の

益々の発展を記念いたしまして、本臨時会の閉会といたします。ご苦労さまでした。 

 

（９時 23分 閉会） 

 


